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人口減少、高齢化に伴い、
国内の市場規模は縮小の可能性

1億2,600万人
（1995年）

1億2,700万人
（2015年）

9,700万人
（2050年）人口

83兆円
(1995年)

76兆円
（2011年）

飲食料の
マーケット規模

農産物貿易額
4,400億ドル
（約42兆円）

（1995年）

世界の農産物マーケットは拡大の可能性

・ 日本の農林水産業GDP（2014年）
世界10位

・ 日本の農産物輸出額（2013年）
世界60位

1兆4,000億ドル
（約136兆円）

（2013年）

農業総産出額 10.4兆円
（1995年）

8.8兆円
（2015年）

20年前 現在 2050年

人口 57億人
（1995年）

73億人
（2015年）

97億人
（2050年）

＋32％

国内

世界

▲24％

14.5％
（1995年）

26.8％
（2015年）

高齢化率
（65歳以上の割合）

生産農業所得 4.6兆円
（1995年）

3.3兆円
（2015年）

飲食料の
マーケット規模

（主要国）

－ 340兆円
（2009年）

農業就業人口 414万人
（1995年）

210万人
（2015年）

耕地面積 504万ha
（1995年）

450万ha
（2015年）

680兆円
（2020年）
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近年の農政改革への取組の全体像
平成25年 27年26年 28年 29年 30年 32年31年
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米の直接支払交付金及
び行政による生産数量
目標の配分は、30年産
から廃止
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我が国農政の基本姿勢

地域政策：美しく活力ある農山漁村の実現

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（H25.12決定、H26.6改訂、H28.11改訂）

体質強化対策
（攻めの農林水産業への転換）

経営安定対策
（経営安定・安定供給のための構え）

「食料・農業・農村基本計画」（H27.3改訂）

「総合的なTPP関連政策大綱」

需要フロン
ティアの拡大

食の安全と
消費者の信頼の確保

６次産業化の推進

新たな国内ニーズへの対応

日本食材の活用推進
食文化・食産業の海外展開
農林水産物・食品の輸出
等による輸出拡大

ＩＣＴを活用した
スマート農業の推進

産業政策：農林水産業の成長産業化

生産現場
の強化

バリューチェーン
の構築

多面的機能
の維持・発揮

米政策の見直し

経営所得安定対策の見直し

日本型直接支払制度の創設

人口減少社会における
農山漁村の活性化

農協･農委等の改革の推進

農地中間管理機構の創設

・ 農業者が自由に経営展開できる環境の整備
・ 農業者の努力では解決できない構造的な問題の解決
を通じて、更なる農業の競争力強化を実現する

林業の成長産業化 ・ 水産日本の復活

生産資材価格の引下げ

「農業競争力強化プログラム」（H28.11決定）

流通・加工構造の改革

生乳流通改革

土地改良制度の見直し

収入保険制度の導入

人材力の強化

戦略的輸出体制の整備
等

「強
く
て
豊
か
な
農
林
水
産
業
」と

「美
し
く
活
力
あ
る
農
山
漁
村
」を
実
現

（H27.11決定）
※ 農林水産業分野

○ 平成25年12月に決定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、産業政策と地域政策を車の両輪と
する農政改革を実施。

○ 平成28年11月には「農業競争力強化プログラム」を取りまとめ、農業者の努力によってのみでは解決できない構造
的な問題を解決し、農業者が自由に経営できる環境を整備するため、13項目の改革を示したところ。

３



① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、
耕作放棄地等について、農地中間管理機構が借り受け

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、
担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で農地を利用
できるよう配慮して、貸付け

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理

④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間管理機構を中
心とする関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進

出

し

手 借受け

受

け

手
貸付け

農地中間管理機構の整備・活用 （法整備・予算措置・現場の話合いをセットで推進）

農地中間管理機構 （農地集積バンク）
（都道府県に１つ）

政策の展開方向

農地中間管理機構とは

○ 今後10年間で、担い手の農地利用が全農地の８割を占める農業構造を実現（農地の集積・集約化でコスト削減）

目 標

地域内の分散・錯綜した農地利用 担い手ごとに集約化した農地利用

Ａ

Ｂ Ｃ

農地の集積・集約化でコスト削減

農地の集約（イメージ）

４
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26年度 27年度 28年度

平成28年度の担い手への農地集積の状況

○ 農地中間管理機構が活動を開始した平成26年度以降、担い手の利用面積（機構以外によるものを含む。）のシェア
は再び上昇に転じ、28年度には6.2万㏊増加。35年度目標（シェア８割）の達成に向け、更なる加速化が必要。

○ 機構については、27年度までは容易に実績につなげられるケースを中心に活用されてきたが、これが一巡。28年度
は集積に向けた新たな取組の掘り起こしが必要となっていたが、これが必ずしも十分でなかったところ。

○ このため、今後は、
① 農業委員会改革と連動した地域の推進体制の強化
② 土地改良法改正を踏まえた基盤整備との連携の強化
③ 機構事業の手続の煩雑さの解消など５年後見直しに向けた検討
④ 所有者不明土地問題についての政府全体としての検討の推進
などを通じて機構の取組を更に加速化していく。

27.8%

38.5%

48.1%

50.3%

52.3%

48.7%

H12

H17

H22 H25

３割→５割

農地集積進展

停滞
農地集積バンクの発足で

農地集積が再び進展

H2
6

H27

H28

54.0%

+6.2万ha

（万ha）

2.4万

10.0万

14.2万

農地中間管理機構の取扱実績全耕地面積に占める担い手の利用面積のシェア
（機構以外によるものを含む）

年平均2.1％増 年平均0.2％増年平均1.9％増

目 標
（Ｈ35年に８割）

（累積転貸面積）

+8.0万ha

H26

５



新たな米政策の在り方

＜これまで＞ ＜今後の方向＞

生産者や集荷業者・団体が、自らの経営判断や販売戦略に基づき、需要に応じた米生産を進めることが重要
であり、行政・生産者団体・現場が一体となって推進。国として、このための環境整備を進めるとともに、平成30
年産から、行政による生産数量目標の配分を廃止。

行政による生産数量目標の配分は、平成30年産から廃止
し、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業
者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える環
境を整備

主食用米の需要が減少傾向。 （一人当たり消費量：昭
和37年 118kg → 平成27年 55kg）

これに即して、国は都道府県別の生産数量目標を配分
し、行政が個々の農業者に主食用米の生産数量目標を
配分。

○ 生産数量目標の配分

（環境整備）

・ 現在国が提供している全国ベースの主食用米の需給情報に加え、
よりきめ細かい県レベルでの販売進捗や在庫情報、価格情報を提供

・ 中食・外食等のニーズに応じた生産と安定取引の一層の推進 等

生産者が、需要をみながら、どのような米を、
いくら作るかなど、生産する量や作付方針を自ら
決められるようにすることで、生産者の経営の自
由度を拡大

○ 行政による生産数量目標の配分を廃止

生産者が自らの経営判断、販売戦略
に基づき、需要に応じた生産を推進

６



経営所得安定対策等について

平成30年産から廃止。

＜これまでの制度内容＞ ＜平成３０年度以降の内容＞

〇 経営所得安定対策のうち米の直接支払交付金については、全ての販売農家を対象に一律の支払いなど構造
改革にそぐわない面があったため、２９年産限りで廃止。

〇 ゲタ対策、ナラシ対策、水田活用の直接支払交付金は３０年産以降も実施。

激変緩和のための経過措置として、26年産米か
ら単価を削減した上で、29年産までの時限措置と
して実施してきた。

全ての販売農家を対象に、米もコスト割れしているとして補填。
（10a当たり1.5万円）

戸別所得補償制度として平成22年度から導入

◆米の直接支払交付金

生産者の拠出を伴うセーフティーネットとして、収入の減少の

影響を緩和（基準収入から下がった分の９割を補填）。

諸外国との生産条件格差から生ずる不利（コスト割れ）を補填。

（麦、大豆等の畑作物が対象）

◆畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

◆米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

担い手経営安定法に基づき平成19年度から導入

７

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業
者に対して交付金を直接交付

◆水田活用の直接支払交付金

平成30年産以降も継続して実施。



農協 ＝ 農業者が自主的に設立した協同組織
（農業者が農協を利用することでメリットを受けるために設立）

農協組織における主役は、農業者。次いで地域農協。

自由な経済活動を行うことにより、農業者の所得向上に全力投球
できるようにする 地域農協の自由な経済活動を制約せず、適切にサポートする

地域農協
中央会・連合会

◎ 農産物販売等を積極的に行い、農業者にメリットを出せるよ
うにするために

○ 理事の過半数を、原則として、認定農業者や農産物販売等
のプロとすることを求める規定を置く【責任ある経営体制】

○ 農協は、農業者の所得の増大を目的とし、的確な事業活動
で利益を上げて、農業者等への還元に充てることを規定する

【経営目的の明確化】

○ 農協は、農業者に事業利用を強制してはならないことを規
定する【農業者に選ばれる農協】

◎ 地域住民へのサービスを提供しやすくするために

○ 地域農協の選択により、組織の一部を株式会社や生協等に
組織変更できる規定を置く

○ 現在の特別認可法人から、一般社団法人に移行する

○ 農協に対する全中監査の義務付けを廃止し、公認会計士監
査を義務付ける

法制度の骨格 法制度の骨格

地域農協

○ その選択により、株式会社に組織変更できる規定を置く

○ 現在の特別認可法人から、農協連合会（自律的な組織）に
移行する

全国中央会

都道府県中央会

○ 会員農協に事業利用を強制してはならないことを規定する

全 農

【農業者と農協の役職員の徹底した話合いが大切】

連合会

農協改革の法制度の骨格

８
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食料産業局

Copyright 2016 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

農林水産物輸出インフラ整備プログラム

プログラムのポイント

 「未来への投資を実現する経済対策」 （平成28年８月２日閣議決定）において、農林水産物・食品の年間輸出額の平成31年（2019年）１兆円達成
に向け、「農林水産業の輸出力強化戦略」の実践に必要なハード面とソフト面のインフラ整備等を整合的かつ計画的に進めることとされたことを踏まえ、策定す
るもの。

（１）ハード面のインフラ整備
 以下の機能を重視。

ハード面の整備 施設整備と一体的に行うソフト面の対策

生産・加工
・集荷拠点

• 高水準な衛生管理体制の整備
• 海外への長期輸送に対応可能なパッキング設備の整備 等

• GAP・HACCP等に対応した施設・体制を構築・運営するための人材育成
• 海外産に対する競争力強化のための高品質化や生産コスト低減 等

物流拠点

• コールドチェーンの確保に向けた荷さばき所や一時保管庫の整備
• 輸出関連手続きのワンストップ化に対応できる輸出用コンテナを積
載可能なコンテナヤードや高水準な衛生管理が可能な加工処理施設
の整備 等

• 海外へ出荷する拠点として必要な集荷力の強化
• 輸出関連手続のワンストップ化
• HACCPに対応した施設・体制を構築・運営するための人材育成
• 海外産に対する競争力強化のための物流コスト低減 等

海外拠点
• 海外における日本産品の産直市場の整備 等 • 海外の卸・小売事業者、飲食店との取引関係の構築

• 海外の消費者への日本食品・食材の情報発信・販売 等

（１）ハード面のインフラ整備（当面41ヶ所を整備（施設、場所、輸出産品・輸出先を記載））

１．輸出インフラ整備の考え方と重点方針

２．当面の具体的な整備案件

（２）輸出サポート体制等の整備（ソフト面のインフラ整備）

 事業者等へのサポート体制の整備

• 輸出拡大に向けたオールジャパンのブランディング・プロモーション・サポート体制の整備
• 海外のニーズを踏まえた産品を取りまとめて輸出する地域商社等の取組の促進
• 輸出先国の規制に対応するための産地等への技術的サポート体制の整備 等

 制度・手続面の整備・改善

• 規格・認証や知的財産に関する
制度の活用

• 輸出関連手続きの改革 等

（２）輸出サポート体制等の整備（ソフト面のインフラ整備）
 事業者等へのサポート体制の整備  制度・手続面の整備・改善

•積替えや再梱包の手間・コストを抑えて運搬するための集約化
• より短時間での輸出関連手続のワンストップ化・迅速化の実現

• 輸出先の植物検疫・食品規制・衛生基準に適合する生産・加工・集荷
• 品質や鮮度を保ちタイミング良く送り出す保管・梱包・積み出し

 拠点の機能向上に向け、施設整備と一体的にソフト面の対策を実施。

プログラムの位置づけ

（平成28年11月 農林水産業・地域の活力創造本部とりまとめ）
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食料産業局

Copyright 2016 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

日本食品海外プロモーションセンターについて

〇 名称 ： 日本食品海外プロモーションセンター

〇 英語名： The Japan Food Product Overseas Promotion Center

〇 略称 ： JFOODO（ジェイフードー）

＊「風土」に加え、食の「道」を連想させるもの

〇 昨年11月に決定した「農業競争力強化プログラム」において、農林水産物・食品のブランディングや
プロモーション、輸出事業者へのサポートを強化するため、農林水産物・食品の輸出促進にミッショ
ンを特化した「日本版ＳＯＰＥＸＡ」を創設することとされた。

〇 これを踏まえ、本年４月１日に「日本食品海外プロモーションセンター」（略称：JFOODO
（ジェイフード－））を日本貿易振興機構（JETRO（ジェトロ））の一組織として新設。

※ 外部登用は、海外事業、食品事業又は貿易事業の
経験・知見がある者を中心に人選。

※※ 本部、海外拠点、国内地域拠点はそれぞれジェトロ
の既存事務所内に設置。

センター長（非常勤）

事務局長（常勤・外部登用）

事務局次長（常勤：２名・外部からも登用）

東京本部（約20名：うち10名程度を外部から登用）

海外拠点（20名程度：原則外部登用）

国内地域拠点（各ブロックに計10名程度：原則外部登用）

小林栄三 伊藤忠商事株式会社会長／日本貿易会会長
【 体制 】

【 ロゴマーク 】

大泉裕樹 味の素やジョンソンのマーケティング担当を経てLIXIL執行役員
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農業競争力強化プログラムについて

農業競争力強化プログラム
・農業者の自由な経営環境の整備
・農業者の努力では解決できない

構造的問題の解決

生産資材価格の引下げ

土地改良制度の見直し

人材力の強化

・過剰供給や寡占など適正な競争状況の欠如
・生産資材価格の引下げに向けて

・生産資材業界の再編や新規参入の推進
・法規制や制度運用（施肥基準や銘柄等）

の見直し 等を実践

・担い手への農地の集積を進める必要
・農地バンクが借り入れている農地を農家
負担を求めずに整備し、担い手に転貸する
仕組みを創設

・次世代を担う農業者の確保・育成が急務
・営農しながら経営を学ぶ農業経営塾の

本格稼働
・生産現場のニーズに即した研究体制の

構築や生産基盤強化（ICT活用等）
・国家戦略特区において外国人材受入れ
等を実施

流通・加工構造の改革

戦略的な輸出体制の整備

収入保険の導入

・複数の事業者が介在する多段階構造
・効率的・機能的な流通・加工構造に向けて

・実需者への直接販売ルート拡大
・中間流通の合理化の推進 等を実践

・JFOODO（ブランディング・
プロモーション・事業者サポートを
行う新たな組織）の創設

・国際的に通用する認証枠組みの整備
に向けたＪＡＳ制度の改正

・ＧＡＰ認証取得の推進 等を実施

自由な経営判断に基づく経営発展
に向けて農業経営のセーフティネット
を整備

農
業
の
競
争
力
強
化
に
よ
る
農
業
者
の
所
得
向
上

○ 国内の食市場は縮小
・ 高齢化の進展
26.7％（2015年）

→ 38.8％（2050年）

・ 人口減少
1億2,700万人（2015年）
→ 9,700万人（2050年）

原料原産地表示の導入

全ての加工食品へ原料原産地表示を導入

全農の自己改革

○ 世界のマーケットは拡大
・ 人口増加
73億人（2015年）
→ 97億人（2050年）

・ 輸出はもっと拡大できる
農林水産業GDP：世界10位

（2014年）
農産物輸出額 ：世界60位

（2013年）

2050年の社会

今国会にて８本の関連法案が成立

生乳の流通改革

生乳の出荷先等を農協以外にも自由
に選べる環境の整備 等を実施

農村の就業構造の改善 等

（その他）

○ 生産資材の買い方の見直し
・ 入札等による生産資材の有利調達
・ 外部人材の登用等により生産資材メー
カーと的確に交渉できる少数精鋭の組織へ

○ 農産物の売り方の見直し
・ 実需者への直接販売ルートの確保
・ 委託販売から買取販売への転換
・ 輸出先国毎に商社と連携した販売体制

の構築
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（平成28年11月29日農林水産業・地域の活力創造本部決定）

農業者の所得向上を図るため、農業者が自由に経営展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力では解決
できない構造的な問題を解決していくことが必要。

このため、生産から流通・加工、消費にわたる13項目の構造改革を進め、更なる農業の競争力強化を実現。

農業競争力強化プログラム

農業競争力強化プログラムの実施のための法整備

これらの改革を着実に実現するため、以下の法案を今通常国会へ提出

農業競争力強化支援法案【５月12日成立】

• 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に関し、国の責務及び国が
講ずべき施策等

• 農業生産に関連する事業の再編等を促進するための措置等

農業機械化促進法を廃止する等の法律案【４月14日成立】

主要農作物種子法を廃止する法律案【４月14日成立】

・ 生産資材価格の引下げ

・ 流通・加工構造の改革

農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術セン
ター法の一部を改正する法律案【６月16日成立】

• 農林水産業の国際競争力の強化を図るためのＪＡＳ規格の制定範囲の拡大等

・ 戦略的輸出体制の整備

農業災害補償法の一部を改正する法律案【６月16日成立】

• 農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の
事業の創設等

・ 収入保険制度の導入

畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改
正する法律案【６月９日成立】

• 加工原料乳を対象とする生産者補給交付金の交付対象となる事業者の範囲の拡大等

・ 生乳の生産・流通改革

土地改良法等の一部を改正する法律案【５月19日成立】

• 農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とする土地改良事業の円滑化等

農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案【５月26日成立】

• 農村地域への導入を促進する産業の業種の拡大等

・ 土地改良制度の見直し

・ 農村の就業構造の改善

13



機密性○情報 ○○限り農業競争力強化支援法の概要

○ 農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、農業の構造改革と併せて、「良質かつ低廉な農業資材の供給」及び「農産物流通等の
合理化」の実現を図ることが重要。

○ このため、国が講ずべき施策等を定める他、農業資材事業及び農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずることにより、
農業の競争力の強化を図る。

趣 旨

法律の概要

○ 生産資材業界の再編
○ 法制度、規制等の見直し

国が講ずべき施策

計画認定

農
水
大
臣

事
業
所
管

大
臣

認定

農業所得の向上

関
連
事
業

者

事業再編
(事業参入)計画

事業再編及び事業参入を促進するための措置

①農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）の出資

②日本政策金融公庫の融資

③中小企業基盤整備機構の債務保証 等

支援措置※

○ 流通加工業界の再編
○ 法制度、規制等の見直し

１．農業生産関連事業の事業環境の 整備

○ 規制・規格の見直し

○ 良質低廉な農業資材の開発の 促進

○ 農産物の消費者への直販の促進
等

２．事業再編・事業参入の促進

３．農業者への情報提供

○ 農業資材・農産物の取引条件等の「見える化」

４．定期的な施策の検討

○ 定期的に農業資材の供給、農産物流通等の状況に関す
る国内外の調査を行い、施策の在り方を検討

等

実施指針

対象事業の将来の在り方 等

「良質かつ低廉な農業
資材の供給」による
資材コストの引下げ

「農産物流通等の
合理化」による

流通コストの引下げ

※ このほか、計画認定を受けた事業者に対する税制特例（登録免許税、法人税等）
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牛乳・乳製品の生産・流通等の改革

畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の概要①

・ 生産者補給金等の交付対象者（以下「対象事業者」）

１ 生産者補給金等の交付対象者

① 生乳受託販売（委託を受けた生乳の販売等）又は生乳買取
販売（買い取った生乳の販売等）の事業を行う者

② 自ら生産した生乳を乳業者に対し自ら販売する者
③ 自ら生産した生乳を加工して自ら販売を行う者

・ 生産者補給金等の交付を受けようとする対象事業者は、毎会
計年度、生乳等の販売に関する計画（以下「年間販売計画」とい
う。）を作成し、農林水産大臣に提出する。

・ 年間販売計画には、取り扱う生乳の生産される地域、用途別
の販売予定数量等（年間計、月別）を記載する。

・ 農林水産大臣は、提出された計画が以下の基準に適合するも
のであると認める場合には、年間販売計画に記載のあった数量
を参考に、対象事業者ごとの交付対象数量を算出し、通知する。

２ 年間販売計画と交付対象数量

・ 都道府県知事又は農林水産大臣は、対象事業者が
取り扱った生乳のうち、加工原料乳の数量を認定するも
のとし、機構は、認定された数量（ただし対象事業者ご
との交付対象数量を超える場合は交付対象数量）に補
給金単価を乗じた額を、生産者補給金等として交付す
る。

・ 交付対象数量の通知を受けた対象事業者は、販売
実績、販売コストについて、農林水産大臣へ報告する。

３ 生産者補給金等の交付等

① 年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であること
② 生産者補給金の交付業務を適正に行えること
③ 用途別取引を行っていること

生産者補給金の交付

・ 生産者補給金等の交付を受けた対象事業者は、
当該事業者に生乳の委託又は販売を行った者に対
し、生産者補給金として交付する。

・ 生産者補給金等の交付を受けた対象事業者は、
当該事業者に生乳の委託又は販売を行った者に対
し、生乳販売に係る事項（販売実績、販売コス
ト）を報告する。

４ 生産者補給金の交付等
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牛乳・乳製品の生産・流通等の改革

16

畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案の概要②

集送乳調整金の交付

・ 農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳受託販売又は生乳買取
販売の事業を行う者であって、以下の要件を満たすものを、その申請
に基づき指定することができる（生乳生産者団体にあっては「指定生乳
生産者団体」。一般事業者も含めた総称として「指定事業者」。）。

１ 対象事業者の指定

・ 指定に係る地域内における集送乳が確実に行
われるよう、機構は、指定事業者に対し、集送乳
調整金の交付を行うことができるものとする。

・ 当該調整金の金額は、農林水産大臣が定める
単価に、指定事業者が、その指定を受けた地域
内で生産された生乳のうち、受託販売又は買取
販売を行った加工原料乳の数量を乗じて得た額
とする。

① 定款等で、正当な理由なく一又は二以上の都道府県の区域に
おいて、生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨が
定められていること

② 業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準
に従い定められていること

２ 指定事業者に対する集送乳調整金の交付

対象事業者のうち要件を満たすものを指定



土地改良制度の見直し

課 題

○ 平成35年度までに農地の８割を担い手に集積することが政府全体の目標となる中で、農地中間管理機構が借り受けた農地の基盤整備
を迅速に行い、担い手への農地の集積・集約を加速化する必要。

○ 土地改良法制定時（昭和24年）は、農家の構造は自作農中心（所有者と耕作者は基本的に同一）。その後、農村部における人口減
少・高齢化の進行及び農地の耕作者への利用集積の推進により、現在では、農地の５割が担い手に集積。また、リース方式の浸透及び
土地持ち非農家の増加により、所有者と耕作者は必ずしも同一ではなくなっている。

見直しのポイント

○ 農地中間管理機構が借り入れた農地について、農業者からの申請によらず、都道府県営事業として、農業者の費用負担や同意を求
めない基盤整備を実施できる制度を創設。

現状

＜農地面積に占める担い手の利用面積の推移＞

4,953

2,155

273

1,414

00

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農
家
数(

千
戸)

総農家 土地持ち非農家

農家数を100とした場合土地持ち非農家数は
［昭和50年］ 6：100 → ［平成27年］ 66：100

農地面積の約半数
を担い手が利用

担い手の
農地利用
集積率
（右目盛）

農地面積に占める
担い手の利用面積

※ （ ）書きは借入
地・作業受託地

（113）（106）（104）（103）（100）（99）
（68）

（43）

＜農家及び土地持ち非農家数の推移＞

〇 ほ場整備事業
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土地改良法等の一部を改正する法律の概要
背 景

○ 国又は都道府県が行う土地改良事業の申
請人数の要件(15人以上)の廃止

○ 技術革新等に起因する機能向上を伴う土
地改良施設の更新事業における手続の簡素
化

○ 土地に共有者がある場合等、合わせて一
人の事業参加資格者とみなすとともに、代
表者一人を選任する等の措置

農用地の利用の集積の促進に関す
る措置

（土地改良法・農地中間管理事業法）

○ 農業用用排水施設の耐震化を目的として
国又は地方公共団体が急速に行う土地改良
事業の創設

○ 土地改良施設の突発事故被害の復旧事業
に係る手続の簡素化

○ 除塩事業を土地改良法上の災害復旧事業
として位置付け

防災及び減災対策の強化に関する
措置

事業実施手続の合理化に関する
措置

（土地改良法） （土地改良法・水資源機構法）

事業参加資格者の申請なく実施できることとし、そ
の費用負担・同意は原則として不要

○ 農地中間管理機構が借り入れている農地につ
いて、農業者からの申請によらず、都道府県営
事業として、農業者の費用負担や同意を求めな
い基盤整備事業を実施できる制度を創設

公共性・公益性の観点から、

① 農地中間管理機構が借り受けている農地で、か
つ、一定規模以上の面的まとまりがあること

② 農地中間管理機構の借入期間が相当程度あるこ
と

③ 担い手への農用地の集団化が相当程度図られる
こと
④ 事業実施地域の収益性が相当程度向上すること
を要件とする。
併せて、農用地区域からの除外規制強化のための

措置等を講ずる。

○ 今後、高齢化の進行に伴い、農地中間管理機構への貸付けは増加する見込み。その際、基盤整備が十分に行われていない農地については、
担い手が借り受けないおそれ。

一方、農地中間管理機構に貸し付けた所有者は基盤整備のための費用を負担する用意はなく、このままでは基盤整備が滞り、結果として、
担い手への農地の集積・集約化が進まなくなる可能性。

○ 国土強靱化基本法を踏まえ、国・地方公共団体の判断による、農業用用排水施設の耐震化事業の迅速な実施が求められている状況。土地改
良施設の突発事故が年々増加。

⇒ 農用地の利用集積の促進、防災・減災対策の強化等に資するよう、土地改良制度の仕組みを見直すことが必要。

法律の概要

18



農業災害補償法の一部を改正する法律について

○ 現行の農業災害補償制度については、①自然災害による収量減少が対象であり、価格低下等は対象外、②対象品目が
限定的で、農業経営全体をカバーしていない等の課題

○ 農業の成長産業化を図るため、自由な経営判断に基づき経営の発展に取り組む農業経営者のセーフティネットとし
て、品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとの収入全体を見て総合的に対応し得る新たな保険制度を創設

背 景

２．農業経営収入保険事業の創設

法律の概要

（１）保険資格者は、青色申告を行い、経営管理を適切に行う農業者
（２）保険期間中の農業収入金額が、基準収入の一定割合を下回った場合に、

その下回った金額の一定割合の金額を支払う
（３）事業主体は、全国を区域とする農業共済組合連合会
（４）政府は、保険料・積立金の一部を国庫負担するほか、再保険を実施

※上記のほか、保険金額、保険料率、保険金の算定方法、保険期間、免
責に関する規定等を整備

１．法律名を「農業保険法」に変更

（１）農業をめぐる諸情勢の変化を踏まえ、農作物共済について、当然加入方式を、任意加入方式に移行
（２）農業者が補償内容を選択できるよう、家畜共済を死廃共済と病傷共済に分離
（３）農業者負担の公平化に資するよう、共済掛金率を危険段階別に設定する方式を義務化

※ 上記のほか、今後の保険ニーズの変化に対応して、引受方式など事業の細目を弾力的に設定できるよう、原則を法律に規定し、細
部は政省令に委任

３．農業共済事業の見直し
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食料産業局（参考１）卸売市場法の抜本的な見直しを含めた流通全体の構造改革

 食品流通においては、インターネット通販、産地直売等の増加等により、流通の多様化が進展。
 食品流通については、基本的に規制はなく、卸売市場にのみ様々な規制が課されている状況。
 この結果、卸売市場のシェアは低下しつつあることから、今後、消費者のニーズに応じつつ、生産者の所得向上

に繋がるよう、卸売市場法の抜本見直しや、生産者と流通業者・製造業者との連携による付加価値向上など
流通全体の構造改革を推進。

中央卸売市場の主な規制の現状

○売買取引の方法（せり売、
入札又は相対）

○第三者販売（仲卸業者、
売買参加者以外への販売）
の原則禁止

○商物の一致（当該市場内
以外での生鮮食料品等の
卸売の禁止）

○受託拒否の禁止

○代金決済の確保
資料:矢野経済研究所「食品宅配市場の展望と戦略」、日本チェーンストア協会「チェーンストア

販売統計」、日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計」、日本通信販売協

会「通信販売企業実態調査報告書」、農林水産省「６次産業化総合調査」※2014は推計値

◇食品の業態別市場規模

流通の多様化が進んでいる中、
特に通信販売の伸びが顕著

卸売市場のシェアは、青果、水産で
ピーク時に比べて2/3程度に低下

資料：農林水産省｢食料需給表｣、「青果物卸売市場調査報告」等により推計
注： 卸売市場経由率は、国内で流通した加工品を含む国産及び輸入の青果、水

産物等のうち、 卸売市場（水産物についてはいわゆる産地市場は除く。）を経
由したものの数量割合(花きについては金額割合)の推計値。

◇卸売市場のシェアの推移（重量ベース、推計）
（億円） （2010の金額＝100とした場合の値）
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○ 国内の農林水産業に悪影響を与えないよう粘り強く交渉を行い、農林水産物の約２割（18％）が
関税撤廃の例外。（農林水産物の関税撤廃率は82%）

○ 更に、合意内容を品目ごとにみても、重要５品目を中心に国家貿易制度や枠外税率の維持、関税
割当やセーフガードの創設、長期の関税削減期間の確保等の有効な措置を獲得。

○主な品目の合意内容

品目 合意内容

米

• 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（341円/kg）を維持。

• その上で、既存のＷＴＯ枠（77万玄米トン）の外に、米国・豪州に対して、ＳＢＳ方式の国

別枠を設定。

米国： ５万実トン（当初３年維持）→ ７万実トン（13年目以降）

豪州：0.6万実トン（当初３年維持）→ 0.84万実トン（13年目以降）

小麦

• 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（55円/kg）を維持。

• 既存のWTO枠に加え、米国（15万㌧（7年目以降））、カナダ（5.3万㌧（同））、豪州

（5万㌧（同））にSBS方式の国別枠を新設。

• マークアップを９年目までに45％削減。

粗糖・精製糖等 • 現行の糖価調整制度を維持。

牛肉

• 16年目に最終税率を９%とし、関税撤廃を回避（米国等の近年のFTAでは類例を見ない「関

税撤廃の例外」を獲得）。

• 16年目までという長期の関税削減期間を確保。

• 輸入急増に対するセーフガードを措置（関税が9％となる16年目以降、4年間連続で発動され

ない場合にはセーフガードは終了）。

豚肉

• 差額関税制度を維持するとともに、分岐点価格（524円/kg）を維持。

• 10年目までという長期の関税削減期間を確保（従量税50円/kgは近年の平均課税額23円

/kgの約２倍に相当し、従価税（4.3%）は撤廃）。

• 11年目までの間、輸入急増に対するセーフガードを措置。

脱脂粉乳

バター

• 枠外税率の関税削減・撤廃は行わず、現行の国家貿易制度を維持するとともに、国家貿易で

ないTPP枠を設定。 （生乳換算で６万t（当初）→ ７万t（６年目以降））

（最近の追加輸入量の範囲内で設定）

○各国の関税撤廃率（品目ベース）

国 全品目 農林水産物

日本 95% 82%

米国 100% 99%

カナダ 99% 95%

豪州 100% 100%

NZ 100% 100%

シンガポール 100% 100%

メキシコ 99% 97%

チリ 100% 98%

ペルー 99% 97%

マレーシア 100% 100%

ベトナム 100% 99%

ブルネイ 100% 100%

（参考２） ＴＰＰ協定について（全体状況、主な品目の合意内容）
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品目 国
市場アクセス

現行［EPA税率］ 交渉結果

コメ 米国 1.4ｾﾝﾄ/kg 5年目撤廃

牛肉

米国
枠外26.4%
枠内（200ﾄﾝ、4.4ｾﾝﾄ
/kg）

15年目撤廃
（無税枠：3,000ﾄﾝ（1
年目）→6,250ﾄﾝ（14
年目））

カナダ 26.5% 6年目撤廃

メキシコ
枠外20～25%
枠内[6,000ﾄﾝ、2.0～2.5%]

10年目撤廃

ブリ・サバ・サンマ ベトナム 18％ 即時撤廃

味噌
米国 6.4% 5年目撤廃

ベトナム 20％ 5年目撤廃

醤油
米国 3% 5年目撤廃

ベトナム 30％[16.4%] 6年目撤廃

りんご ベトナム 15%[7.3%] 3年目撤廃

なし

米国 無税又は0.3ｾﾝﾄ/kg 即時撤廃

カナダ
無税又は2.81ｾﾝﾄ/kg
（ただし10.5%以上）

即時撤廃

茶 ベトナム 40%[22.5%] 4年目撤廃

チョコレート
米国

2%～（52.8ｾﾝﾄ/kg+ 
8.5%）

即時～20年目撤廃

ベトナム 13～25％ 5～7年目撤廃

切り花
米国 3.2%～6.8% 即時撤廃

カナダ 無税～16% 即時撤廃

○主要品目の対日関税の交渉結果 ○ 農林水産物の輸出の重点品目

○ 農林水産物・食品の輸出額の推移

水産物、加工食品、コメ・コメ加工品、林産物、花き、
青果物、牛肉、茶

○ 牛肉、水産物など、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大の重点品目の全てで関税撤廃を獲得。

○ 対世界輸出額の約３割を占める重要な市場であるＴＰＰ諸国で、更なる輸出拡大が期待。

ＴＰＰ協定について（日本産農林水産物・食品の輸出）
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